
 

 

監督署からのお知らせ（2024 年１月） 

〈 新たな気持ちで災害防止や労務管理に取り組みましょう。 〉 
 

《 石巻署管内の労働災害発生状況 》 
< 令和 5 年 労働災害発生状況（令和 5 年 12 月末時点）> 

 

 

 

 

 

 

                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月で統計は締め切りとなり（３月までに把握したもので確定します）、昨年との比較では全体の件数は

概ね同水準で推移しています。新たな「SafeworK 向上宣言」を主軸とした令和５年度「宮城年末年始労

働災害防止強化運動」を展開中です。職場に潜む危険を洗い出し、労働災害の防止に努めましょう。  
 

《 令和５ 年度業務改善助成金のご案内 （申請期限が延長されました！） 》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（留意事項） 

賃金引上げ後に申請いただく方（交付要綱第４条第１号第一号イ）の申請期限延

長はございません。締め切りは令和６年１月 31 日ですので、お早目の申請をお願

いいたします。そのほかにも留意事項がありますので、右のリンク（業務改善助成

金で検索）にてご確認ください。 

ひと、くらし、みらいのために 

Kurasi, 

Mirainotameno 

 

石巻労働基準監督署 

令和６年１月 16 日 

  

宮城労働局 
災 害 統 計 

死傷 うち死亡 死傷 うち死亡 うち死亡

331 2 320 7 -11 (-3.3%) 5

106 1 82 2 -24 (-22.6%) 1

　 55 0 54 0 -1 (-1.8%) 0

　 水産食料品製造業 42 0 49 0 7 (16.7%) 0

38 0 49 3 11 (28.9%) 3

　 22 0 13 0 -9 (-40.9%) 0

　 10 0 26 1 16 (160.0%) 1

　 6 0 10 2 4 (66.7%) 2

33 0 32 0 -1 (-3.0%) 0

44 0 42 1 -2 (-4.5%) 1

　 36 0 35 0 -1 (-2.8%) 0

37 0 42 0 5 (13.5%) 0

29 0 33 0 4 (13.8%) 0

73 1 73 1 0 (0.0%) 0

令和５年1月～12月 4年と5年との比較

死傷（増減率）

社会福祉施設

上記以外の業種

商業

　　　　　    　項　目
 業　種

令和４年1月～12月

建築工事業

その他の建設業

陸上貨物運送事業

小売業

保健衛生業

全産業

製 造 業

食 料 品 製 造 業

建 設 業

土木工事業



 

 

《 労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針 （情報提供） 》 

内閣官房と公正取引委員会は 11 月 29 日、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉

に関する指針」を連名で公表しました。合計で 12 の指針が示されていますが、ここ

では項目のみ情報提供します。詳しくは右のリンクから確認ください。 

【発注者として採るべき行動／求められる行動】 

行動①：本社（経営トップ）の関与 

行動②：発注者側からの定期的な協議の実施 

行動③：説明・資料を求める場合は公表資料と 

すること 

行動④：サプライチェーン全体での適切な価格 

転嫁を行うこと 

行動⑤：要請があれば協議のテーブルにつくこと 

行動⑥：必要に応じ考え方を提案すること 

 

【受注者として採るべき行動／求められる行動】 

行動①：相談窓口の活用 

行動②：根拠とする資料 

行動③：値上げ要請のタイミング 

行動④：発注者から価格を提示されるのを待た 

ずに自ら希望する額を提示 

【双方が採るべき行動／求められる行動】 

行動①：定期的なコミュニケーション 

行動②：交渉記録の作成、発注者と受注者の双方 

での保管 
  

《 冬季労働災害を防止しましょう！ 》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 石巻労働基準監督署作成のリーフレットの一部です。ホームページで全体版を掲載しています。 
 

発行：石巻労働基準監督署 〒986-0832 石巻市泉町 4-1-18（ハローワーク石巻と同じ合同庁舎の 2 階です。） 

● お問合せ先  労働条件など職場におけるトラブルは、0225-22-3366 

         労働災害防止・健康確保等安全衛生は、0225-85-3483 

         労災補償、労働保険の加入・保険料は、0225-85-3484 

● 気仙沼臨時窓口を設けており、こちらもご利用いただけます（9：00～16：00）。 

（気仙沼市古町 3-3-8 気仙沼駅前プラザ 2 階（ハローワーク気仙沼と同じ建物） 電話：0226-25-6921） 

宮城労働局 
メールマガジン 

宮城労働局 
石巻署ページ 


